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若者定住促進事業による通勤助成金の申請受付内容です。

下記の要件に該当する方は、通勤助成金の支給を受けることができますので、申請書を提出して下さい。
★該当要件★

　①天龍村に２年以上住民票を有し実際に自宅から通勤している方
　②満４５歳までの方（今年度４５歳になる方は誕生日到達月まで）

　③片道２０Ｋｍ以上の距離を村外に通勤されている方
（消防団に加入の方は距離制限はありません）

　☆なお、勤務日数が１５日未満の月は支給対象外となります

～ 以上の要件を満たしている方は申請を行うことができます ～
★助成内容★
　　平成２３年１月～１２月までの間、通勤距離１ｋｍにつき８円
１月最大６，０００円の助成を行います

★申請方法★

　　役場及び南支所に申請書がありますので、必要事項を記入のうえ、
　　住民票の抄本を添えて、窓口に提出して下さい。

★受付開始日と受付締切日★
　　受付開始　平成２３年１月４日（水）
　　受付締切　平成２３年２月１０日（金）

· お問い合わせ先
総務課・むらづくり推進係まで　電話　３２－２００１






